
   

  

 

 5 月２２日に実施しました「昭和町立小・中学校 連携引き渡し（引き取り）訓練」（以下、「訓
練」） 
は、各校の防災計画にある、「『震度５』以上の地震が発生した場合、保護者は児童・生徒の引き取り
をお願いします」の一項に基づき実施しました。 
お寄せ頂いた 424 件の保護者の皆様からの声を踏まえ、令和８年度「臨機応変  しなやかな『引き取

り指針』」と題する指針にまとめました。 
なお、お寄せいただいた回答は、４校に対し、今後の検討材料として全てを提供した他、保護者の

皆様方に対しては、昭和町ホームページ内で「令和８年度 昭和町立小・中学校引き渡し訓練の反省【保護
者】」として公開しています。併せて御覧下さい。 
 

令和８年６月２４日 

昭和町教育委員会 
 
 

令和８年度「臨機応変  しなやかな『引き取り指針』」 
「令和８年度 昭和町立小・中学校引き渡し訓練の反省【保護者】」を踏まえて 

 
● はじめに 

ここでは、４校全体に関わることを中心に記します。また、非常変災へは臨機応変の対応が求
められ、しなやかさに欠ける固定的なマニュアルは、実際の場面では活用できない危険性があり
ます。 
そこで、令和８年度「臨機応変 しなやかな『引き取り指針』」（以下、「本『指針』」）は、保護

者の皆様方の臨機応変な対応を期待し、厳格なマニュアルとならないよう、「しなやかな『引き取
り指針』」として示すこととしました。 

１ 学校は保護者またはそれに代わる人が引き取りに来るまで、学校で児童・生徒を保護する。 
・ 非常変災時は、児童の移動は２次災害誘因の危険性があることから、保護者への引き渡しは学
校で行う。 

２ 児童・生徒の引き渡しは、保護者またはそれに代わる人（引き渡しカード（以下、「カード」）の代理人欄に
記名のある人）を基本に行う。 
・ これ以外、場合によっては児童・生徒が面識のある人から、「保護者の申し出」に基づき代理引
き取りの申告が有った場合に引き渡しを行い、「カード」にその事実を記載する。なお、「私は、
この子の保護者と同じ会社の者です」等の申告だけでは、児童・生徒の引き渡しは行わない。 

３ 児童・生徒の引き取り時の車の使用については、警察庁が推奨する対応を基本とする。一方、保護者の
自動車使用を想定した対応も、引き続き検討する。 
・ 警察庁は「大地震が発生したときに運転者がとるべき措置」として、「車を運転中以外の場合に
大地震が発生したとき」は、「津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を
使用しないこと」とし、「車の使用を控える」ことを推奨している。この対応を基本とする。 

・ 一方、昭和町立小・中学校引き渡し「訓練」時等の保護者及び児童・生徒の状況を勘案し、保
護者が自動車を使用しての引き取りを想定した駐車場の確保も、引き続き検討する。 

４ 交通集中による渋滞を避けるために今回設定した入庫ルート・出庫ルートは、非常変災時及び今後の訓
練時も、保護者は遵守する。 
・ 今回、非常変災時に、車を使用して児童・生徒を引き取る保護者対応として、押原小は押原中
グラウンド及び総合体育館駐車場を、西条小は自校グラウンドを、常永小はイオンモール甲府昭
和店西側臨時駐車場を、そして押原中は自校グラウンドと総合体育館駐車場を、それぞれ駐車場
として指定した。 

・ 加えて、常永小を除く３校は、駐車場への入庫ルートと駐車場からの出庫ルートを設定した。
これらは、来年度以降の「訓練」時のみならず、非常変災時にも保護者は遵守する。 

５ 「兄弟姉妹間の引き取りは中学校及び上級学年の児童・生徒から」を基本とする。 
・ コミュニティ・スクール活動の一環として「地域協働防災訓練」に参加している押原中学校
は、非常変災時に「中学生は有力な防災ボランティア」という考え方に基づき、教育活動を行っ
ている。この発想に基づき、非常変災時は、上級の子どもが保護者の手伝いをし、年下の子の面
倒も見るという考え方を基本に、引き取りを実施する。家族内における自助・共助を推進する。 

   
 
 



   

 
 
 

■ その他（検討・改善点） 
 
１ 熱中症対策として、「訓練」の実施時期を検討する。 
２ 各校に対し、クラスの表示、引き取り前・引き取り後の動線が分かる表示の検討を指示する。 
３ 学校間及び同一校内に於けるクラス間の、よりよい情報交換のあり方を検討する。 

 
                                             
【問い合わせ】 
 
「本『指針』」及び、「訓練」そのもの等についてのお問い合わせは、教育委員会内下記担当までお

寄せ下さい。 
また、各校の取組への御質問及び御要望等は、各校教頭宛または、教育委員会内担当宛にお寄せ下

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和町教育委員会 生涯学習課 
担当 地域学校協働活動統括  
電話 055-275-2045 
メール fukasawa-h@town.yamanashi-shouwa.lg.jp 

 


